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實方正雄先生 至誠 と苦節の10年

学長 伊 藤 森右衛門
/

私が実方 先生のお名前 をは じめて耳に したのは,昭 和15年 である。 恩師

糸魚川祐三郎先生(小 樽 高等商業学校教授)が,神 戸商大 に入学 した私に,

「大阪商科大学 に実方先生がい る。 本校 で未だかつてない 優秀 な成績 で卒業

した俊才であ り,新 進気鋭 の学者であ る。研究上 の ア ドバ イスを得 たいな ら

訪ね る よ うに」 と述 べ,「 最近r金 約款論』 とい う大著 を出 された 。」 とつけ

加 え られた。

神戸商大在学中,先 生をお訪ねす る 機会 はなか ったが,r金 約款論』 とい

う書 名は耳に残 っていた。 図書館で借 り出 して手に した とき,部 厚い書物 の

重量 感 と,毅 然た る文章 と構成 か らくる重圧 感を感 じ,学 者 と しての先生に

畏敬 の念を深 くした ことをい まで も覚 えている。そ の後 も神戸商大 の法律関

係の諸先生 の 口か ら屡 々実方先生 のお名前が 引用 され るたびに,小 樽高商 出

身 のわれわれ は誇 らしげに先輩 であ ると吹聴 した ものであ る。

時移 って 昭和41年,3代 目学長 と して赴任 され て こ られたが,既 に先生

は26年 以降6回 にわた って 本学 で集中講義にみえ られてい る。 そ して私が

は じめて お 目にかか ったのは,36年 の集 中講義 の折 であ った よ うに 思 う。

物静か な口調 ではあるが,折 目のあ る厳 しい論 旨で,同 僚 の質問 に答 え られ

ていた 印象が強 く残 っていた。学問に対す る厳 しい姿勢 と学者 と しての処世

態度か ら,わ れわれは先生か ら数多 くの教訓 を頂 いたのであ る。 、

学長 ご在任 中は,先 生 に ご苦労 を おかけ した ことも 少な くない。 と くに

44年 には じまる 学 園紛争 では,長 時間学生 と話合われた り,た びたび深夜

に及ぶ会議を主宰 された り,時 には高血圧 のため入院を余儀 な くされた こと

も何 回かあ った。 先生はいつ も"話 合い"に よっての問題解決 を願 い,"話

合い"に はいつ も自 ら乗 り出 していかれた。 当時 私 も学生部長を一年有余務
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めて居 り,先 生か ら直接 ご指示 ご鞭捷を頂 いたのであ る。先生 のお人柄や抱

かれてい る信念 を私な りに理解 したはずであ ったが,時 には ご心労 を増幅 し

た こと もあ り,申 訳 な く思 ってい る。

先生 は10年 在任 されたわけであるが,母 校で もある 本学 のために至誠一

貫,そ の職 を全 うされた といえる。苦節 とい うのは,「 苦 しみに まけ ない心」

そ して 「かたい心ゴ とい う意味であ るが,そ うであ るか らこそ10年 を守 り

通せたのではないだ ろ うか。 私は,先 生の至誠 と苦節10年 の リーダーシ ッ

プに敬意 と感謝 申 し上げねば な らない。

私 は法学 について全 くの門外漢であ るが,先 生 の商法学に関す るご業績 に

も若 干触れておかなければな らない。 前述 の よ うに,先 生 の学位論文 にな っ

た 「金約款論」(昭 和14年 有斐 閣)を は じめ,著 書5冊,共 著 を含め て16

冊,そ して論丈は46に も及んでい る。 手許 の資料に収録 され てい る分 だけ

であ って,こ れ ら以外種 々と書 かれた ものが あるが,学 問的な業績 と して 自

ら厳 しい選択 をされ てお られ る。

先 生の商法学は,「 商法 を科学的に把握 しよ うとす る学問」で あ り,「近 代

商法 の機能的実体は,『 企業法』であ る。」 とされ,「 歴史的 性格に即 して観

れば,正 にr資 本法』 た るの点」 にそ の特質 を見 出 され るのであ る。 したが

って,「 近 代商 法を,そ の生成発展 の過程に即 して観れば,営 利資本 の再生

産運動が,企 業 とい う経 済的構成 体を媒介 と して実現 されて行 くよ うにな っ

た ところに ……近代市民社 会 の基礎法 と しての近代民法か ら,体 系的 に分在

す るに至 った実践的意義 を見 出す ことが 出来 る」 とされ るのであ る。(注,

実方正雄稿 「商 法」 恒藤恭 監修r法 学研究入 門』124頁)

この よ うな 立場か ら 「会社 法」 の体系 も,「 資本の組成形態 と しての株式

套 社」「資本所有 の機構 と してゐ株式会社」,そ して 「資本増殖運動 の機構 と

しての株式会社 」 と しての3点 か ら,「 株式会社 に於け る 諸制度 の相関及び

そ の客観的機能」 を考察す るのであ る。「株 式会社 が,r資 本信 用を基礎 とす

る資本 の組成形態』であ る ことは,必 然的 に 『所有 と しての資本』 と 『機能

と しての資本』 の分離 を予定す るものであ り,こ れ等 の事態 を可能な ら しめ
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る ものが,物 的資本 の証券へ の化体,と 言 う証券資本主義経済秩序」 のなか

で の解 明なのである。(註,実 方正雄稿 「株式会社 の法理」 田中耕太郎先生

還歴記念 『商 法の基本問題』所 収,昭 和27年,有 斐閣)

先生の商 法学 は一貫 して上 述の 「法理」 に立脚 され てお り,『商法学総 論』

(昭和25年,有 斐閣),『 会社 法学1』(昭 和24年,有 斐閣),『 会社 法学 皿』

(昭和26年,有 斐閣)に 展 開 されて いるのであ る。

先生 の多年 の ご苦労に対 し謝意を表す るとともに益 々の ご健勝 とご健筆を

願 いなが ら欄筆す る次第 であ る。

〆




